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分権時代の条例策定②

｢地下室マンション条例｣

～条例策定に向けた職員の取組み～

西部建築事務所
建築審査課構造係長

　
は
じ
め
に

　
平
成
1
6
年
３
月
５
日
、
「
横
浜
市
斜
面

地
に
お
け
る
地
下
室
建
築
物
の
建
築
及
び

開
発
の
制
限
等
に
関
す
る
条
例
」
が
公
布

さ
れ
、
６
月
１
日
か
ら
施
行
し
た
。
こ
れ
は
、

地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
の
形
態
を
制
限
す
る

全
国
的
に
も
先
進
的
な
条
例
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
条
例
の
策
定
に
向
け
た
建

築
局
職
員
の
取
組
み
を
紹
介
し
た
い
。

　
中
区
の
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
紛
争

　
平
成
1
5
年
６
月
、
中
区
の
斜
面
地
で
、

地
上
３
階
地
下
６
階
の
地
下
室
マ
ン
シ
ョ

ン
が
計
画
さ
れ
た
。
こ
の
地
域
は
、
「
第

「
種
低
層
住
居
専
用
地
域
」
に
指
定
さ
れ

て
い
る
た
め
、
地
上
３
階
ま
で
の
建
築
物

し
か
建
て
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
計

画
は
、
斜
面
の
下
か
ら
見
る
と
９
階
建
て

に
見
え
る
も
の
で
あ
っ
た
（
図
１
）
。

　
計
画
を
知
っ
た
周
辺
住
民
は
、
圧
迫
感

な
ど
を
理
由
に
、
計
画
の
中
止
を
求
め
て

き
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
計
画
は
す
で
に
「
建
築

確
認
申
請
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
建
築
主
が
、
工
事
の
着
工
の
前
に
、

建
築
計
画
の
適
法
確
認
を
「
建
築
主
事
」

か
ら
受
け
る
た
め
に
行
う
申
請
で
あ
る
。

　
建
築
主
事
は
、
所
定
の
期
日
以
内
に
審

査
し
、
適
法
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、

「
確
認
済
証
」
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
と
え
住
民
が
反
対
す
る
計
画
で

あ
っ
て
も
、
適
法
で
あ
れ
ば
、
建
築
基
準

法
の
規
定
に
よ
り
、
確
認
済
証
の
交
付
が

義
務
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
計
画
に
っ
い
て
、
建
築
主
事
は
、

特
に
慎
重
に
審
査
を
進
め
て
き
た
。
し
か

し
、
計
画
の
適
法
を
確
認
し
た
た
め
、
確

認
済
証
を
交
付
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
周
辺
住
民
は
、
建
築
主
事
の

建
築
確
認
処
分
を
不
服
と
し
て
、
横
浜
市

建
築
審
査
会
に
審
査
請
求
を
行
う
な
ど
大

き
な
紛
争
に
発
展
し
た
。

図１　地下室マンションのイメージ図

　
な
ぜ
、
法
的
に
可
能
な
の
か
？

　
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
紛
争
で
審
査
請
求

に
至
っ
た
事
例
は
、
平
成
９
年
度
以
降
、

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
で
８
件
と
な

っ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
地
下
の
階
数
が

地
上
の
階
数
を
上
回
る
極
端
な
事
例
が
増

加
し
て
い
る
（
表
１
）
。

　
な
ぜ
、
低
層
の
住
宅
専
用
地
域
に
、
ボ

リ
ュ
ー
ム
の
極
端
に
大
き
い
地
下
室
マ
ン

シ
ョ
ン
が
法
的
に
可
能
な
の
か
？

　
そ
の
１
つ
目
の
要
因
は
、
建
築
基
準
法

改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
「
地
下
室
の
緩

和
制
度
」
（
平
成
６
年
）
と
「
共
用
廊
下

等
の
緩
和
制
度
」
（
平
成
９
年
）
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
「
住
宅
の
地
下
室
の
床
面

表１　地下室マンション紛争で審査請求に至った事例
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積
は
、
全
体
の
床
面
積
の
1
/
3
を
限
度
に
容

積
率
に
算
入
し
な
い
」
、
及
び
「
共
同
住
宅

の
共
用
廊
下
・
階
段
の
床
面
積
は
、
全
て

容
積
率
に
算
入
し
な
い
」
こ
と
と
な
っ
た
。

　
２
つ
目
の
要
因
は
、
「
意
図
的
な
盛
土
」

の
制
限
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
盛
土

は
、
緩
和
制
度
が
適
用
さ
れ
る
地
下
室
を

人
為
的
に
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
。

　
斜
面
地
に
お
い
て
、
建
築
基
準
法
の
２
つ

の
緩
和
制
度
と
意
図
的
な
盛
土
を
複
合
的

に
利
用
す
る
こ
と
で
、
指
定
容
積
率
の
３
倍

増
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
と
な
る
地
下
室
マ
ン
シ

ョ
ン
が
法
的
に
可
能
と
な
っ
た
（
図
２
）
。

図２　３倍増の地下室マンション

こ
れ
に
よ
り
、
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
の
形

態
も
、
斜
面
に
沿
っ
た
「
階
段
状
」
か
ら

圧
迫
感
の
非
常
に
大
き
い
「
垂
直
状
」
へ

と
変
化
し
て
い
る
（
図
３
）
。

　
ル
ー
ル
づ
く
り
の
ス
タ
ー
ト

　
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
極
端
に
大
き
い
地
下
室

マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
、
適
法
で
あ
る

限
り
、
確
認
済
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
紛
争
が
拡
大
し
て

い
く
。

　
こ
れ
ま
で
も
、
建
築
指
導
セ
ク
シ
ョ
ン

図３　地下室マンションの形態の変遷（イメージ）

で
は
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
克
服
す
る
た
め

の
検
討
を
進
め
て
き
た
。
し
か
し
、
中
区

の
紛
争
を
契
機
に
、
建
築
局
全
体
の
取
組

み
と
し
て
、
横
浜
市
独
自
の
新
た
な
ル
ー

ル
づ
く
り
に
着
手
す
る
こ
と
と
し
た
。

表２　全市民アンケートの結果

　
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

　
ル
ー
ル
づ
く
り
に
際
し
、
真
っ
先
に
行

っ
た
の
が
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
る
。

　
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
問
題
を
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
、
ル
ー
ル
づ
く
り
に

何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
全
て
の
市
民
を

対
象
と
し
て
、
意
見
を
把
握
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。

　
募
集
期
間
は
、
平
成
1
5
年
７
月
1
0
日
か

ら
９
月
1
0
日
ま
で
の
２
ヶ
月
間
。
そ
の
間
、

２
度
の
中
間
発
表
を
行
い
、
寄
せ
ら
れ
た

意
見
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
市
民
に
提
供
し

た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
票
は
、
管
理
職
を
含
む

建
築
局
職
員
が
自
ら
街
頭
に
立
ち
、
市
民

に
直
接
手
渡
し
で
配
布
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
約
3
0
0
0
件
の
回
答
が

あ
っ
た
。
回
答
者
の
約
８
４
％
が
、
「
地
下

室
マ
ン
シ
ョ
ン
は
問
題
で
あ
る
」
、
約

9
3
％
が
「
新
た
な
ル
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
、
市
民
の
多

く
が
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
（
表
２
）
。

　
ま
た
、
ル
ー
ル
の
内
容
に
関
し
て
は
、

「
横
浜
市
の
地
域
性
を
考
慮
し
た
独
自
の

ル
ー
ル
づ
く
り
が
必
要
で
あ
る
」
、
「
早
急

に
ル
ー
ル
づ
く
り
を
行
う
べ
き
で
あ
る
」
、

「
実
効
性
・
強
制
力
の
あ
る
ル
ー
ル
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
意
見
が
多
く
寄

せ
ら
れ
た
。

ル
ー
ル
づ
く
り
の
推
進
体
制
の

整
備

次
に
、
ル
ー
ル
づ
く
り
の
推
進
体
制
の

整
備
と
し
て
、
平
成
1
5
年
７
月
、
「
斜
面

地
を
利
用
し
た
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
問
題

研
究
会
」
を
立
ち
上
げ
た
。
研
究
会
の
委

員
は
、
建
築
、
都
市
計
画
、
行
政
学
の
学

識
経
験
者
４
名
。
協
力
委
員
と
し
て
、
都

市
経
営
局
、
緑
政
局
、
都
市
計
画
局
、
建

築
局
の
部
長
６
名
を
加
え
た
。
さ
ら
に
、

研
究
会
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
し

て
、
「
庁
内
検
討
チ
ー
ム
」
を
立
ち
上
げ
た
。

　
こ
の
２
つ
の
組
織
を
連
動
さ
せ
な
が

ら
、
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
あ
ら
ゆ
る
手
法
に
っ
い
て
、
様
々
な

角
度
か
ら
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

　
暫
定
指
導
指
針
の
作
成

　
研
究
会
を
中
心
と
し
て
ル
ー
ル
づ
く
り

の
検
討
を
開
始
し
た
が
、
そ
の
間
に
も
地

下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
の
計
画
は
次
々
に
申
請

さ
れ
る
。
ル
ー
ル
策
定
ま
で
の
い
わ
ゆ
る

「
駆
け
込
み
」
申
請
に
迅
速
に
対
応
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
平
成
1
5
年
８
月
、
「
斜
面
地

を
利
用
し
た
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る

暫
定
指
導
指
針
」
を
作
成
し
た
。
指
針
の

内
容
は
、
「
平
均
地
盤
面
を
上
げ
る
目
的

で
行
う
意
図
的
な
盛
土
の
制
限
」
、
「
建
物

の
絶
対
高
さ
が
高
度
地
区
に
定
め
る
最
高

高
さ
（
１
０
ｍ
）
を
超
え
る
計
画
に
対
す
る

圧
迫
感
の
軽
減
」
の
２
点
で
あ
る
。

　
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
の
申
請
に
対
し
て

は
、
指
針
に
基
づ
い
た
行
政
指
導
を
行
う

こ
と
で
、
圧
迫
感
を
軽
減
さ
せ
る
形
態
へ

と
誘
導
し
て
い
っ
た
。
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３
自
治
体
の
連
絡
会
議
の
開
催

　
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
紛
争
は
、
横
浜
市

固
有
の
問
題
で
は
な
い
。
斜
面
地
の
多
い

近
隣
自
治
体
で
も
同
様
の
問
題
を
抱
え
て

い
た
。
「
問
題
の
解
決
に
向
け
た
取
組
み

を
、
連
携
し
て
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
か
。
」
こ
の
呼
び
か
け
に
川
崎
市

と
横
須
賀
市
が
応
え
た
。

　
そ
こ
で
、
平
成
1
5
年
９
月
か
ら
平
成
1
6

年
３
月
ま
で
に
、
３
自
治
体
の
建
築
・
開

発
等
担
当
局
長
級
に
よ
る
連
絡
会
議
を
３

回
開
催
し
た
。
会
議
で
は
、
各
自
治
体
そ

れ
ぞ
れ
の
課
題
を
整
理
・
分
析
し
、
解
決

策
の
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
川
崎

市
、
横
須
賀
市
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
独
自

の
ル
ー
ル
づ
く
り
を
検
討
し
て
い
く
こ
と

と
な
っ
た
。

　
研
究
会
の
提
言

　
研
究
会
で
は
、
平
成
1
5
年
９
月
ま
で
に

３
回
の
会
議
を
開
催
し
た
。
会
議
の
主
な

論
点
は
、
①
ル
ー
ル
の
目
的
、
制
限
対
象

の
明
確
化
、
②
制
限
手
法
の
選
択
と
そ
の

根
拠
、
③
手
続
規
定
の
あ
り
方
、
で
あ
っ

た
。
庁
内
検
討
チ
ー
ム
に
お
い
て
も
、
市

民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
意
見
な
ど
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
こ
れ
ら
の
検
討
を
行
っ
た
。

　
そ
の
結
果
、
平
成
1
5
年
1
0
月
、
研
究
会

は
、
「
斜
面
地
を
利
用
し
た
地
下
室
マ
ン

シ
ョ
ン
規
制
の
あ
り
方
に
っ
い
て
」
の
提

言
を
と
り
ま
と
め
、
市
長
に
提
出
し
た
。

　
提
言
は
、
①
「
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
が

周
辺
の
住
環
境
に
与
え
る
圧
迫
感
や
ボ
リ

ユ
ー
ム
の
軽
減
を
目
的
と
す
べ
き
」
、
②

「
規
制
の
対
象
は
、
緩
和
手
法
を
最
大
限

に
利
用
し
た
結
果
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
極
端

に
大
き
く
、
周
辺
の
住
環
境
に
与
え
る
圧

迫
感
が
非
常
に
大
き
い
垂
直
状
の
形
態
の

地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
に
絞
っ
て
い
く
こ
と

が
適
当
」
、
③
「
規
制
手
法
は
、
実
効
性

か
つ
強
制
力
の
あ
る
制
度
を
用
い
る
べ

き
」
、
④
「
そ
の
た
め
、
委
任
条
例
を
根

拠
と
し
、
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
に
、
自

主
条
例
と
併
せ
て
、
両
者
を
一
体
的
に
機

能
さ
せ
た
規
制
手
法
が
必
要
」
、
⑤
「
手

続
規
定
は
、
公
開
性
・
実
効
性
・
総
合
性

を
兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と
が
大
切
」
を
主

な
内
容
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
提
言
を
受
け
、
条
例
素
案
を
作
成

し
、
平
成
1
5
年
1
1
月
４
日
か
ら
１
ヶ
月
間
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
行
っ
た
。
意
見

提
出
数
は
、
1
2
人
、
１
団
体
か
ら
4
1
件
で

あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
条
例
案
を
作
成
し
、
平
成
1
6

年
第
１
回
市
会
定
例
会
に
提
出
し
た
。
市

会
で
の
審
議
を
経
て
、
平
成
1
6
年
３
月
５

日
、
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
条
例
の
公
布
に

至
っ
た
。

　
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
条
例
の
特
徴

　
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
条
例
の
特
徴
は
、

以
下
の
３
点
で
あ
る
。

　
第
１
は
、
「
制
限
手
法
を
複
合
的
に
組

み
合
わ
せ
た
こ
と
」
で
あ
る
（
図
４
）
。

　
建
築
基
準
法
第
5
0
条
の
委
任
条
例
（
Ａ

階
数
の
制
限
）
と
、
そ
れ
を
補
完
す
る
自

主
条
例
（
Ｂ
盛
土
の
制
限
、
Ｃ
緑
化
等
の

義
務
）
を
一
体
的
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
で
、

垂
直
状
の
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
が
周
辺
に

与
え
る
圧
迫
感
や
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
軽
減
さ

せ
る
こ
と
と
し
た
。

Ａ
　
階
数
の
制
限

　
階
数
の
制
限
は
、
地
上
と
地
下
を
合
わ

せ
た
総
階
数
を
、
高
さ
制
限
1
0
ｍ
地
区
で

は
５
階
ま
で
、
高
さ
制
限
1
2
m
地
区
で
は

６
階
ま
で
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
地
区
（
低
層
住
居
専
用
地
域
）

で
は
、
良
好
な
住
環
境
の
維
持
・
保
全
に

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
横
浜
市
特
有

の
実
状
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
強
い
効
力
を

持
つ
制
限
手
法
を
用
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
た
め
、
「
建
築
物
の
敷
地
、
構
造

又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
制
限
で
、
用
途

地
域
等
の
指
定
の
目
的
の
た
め
に
必
要
な

も
の
は
、
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で
定
め

る
。
」
と
い
う
5
0
条
条
例
を
活
用
し
た
。

建
築
物
の
「
構
造
」
に
「
階
数
」
が
含
ま

れ
る
と
解
釈
し
、
低
層
住
居
専
用
地
域
の

指
定
の
目
的
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し

て
、
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
の
階
数
に
関
す

る
制
限
を
条
例
で
定
め
た
。
こ
の
よ
う
な

条
例
は
、
全
国
で
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
。

Ｂ
　
盛
土
の
制
限

　
盛
土
の
制
限
は
、
「
垂
直
状
」
の
地
下

室
マ
ン
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
た
大
き
な
要

因
で
あ
る
「
意
図
的
な
盛
土
」
を
、
市
全

域
で
原
則
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
。

Ｃ
　
緑
化
等
の
義
務

　
緑
化
等
の
義
務
は
、
斜
面
地
の
下
部
で

の
緑
化
等
（
緑
化
又
は
既
存
の
樹
木
の
保

存
）
を
、
市
全
域
で
義
務
付
け
た
も
の
で

図４　地下室マンション条例による制限手法
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あ
る
。

　
圧
迫
感
や
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
軽
減
さ
せ
る

た
め
に
、
斜
面
地
の
下
部
で
４
ｍ
以
上
の

幅
の
空
地
を
設
け
、
帯
状
に
連
続
し
て
緑

化
等
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
第
２
は
、
「
罰
則
規
定
を
設
け
た
こ
と
」

で
あ
る
。

　
　
「
実
効
性
・
強
制
力
の
あ
る
ル
ー
ル
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
市
民
ア
ン

ヶ
Ｉ
ト
の
要
望
を
受
け
、
上
記
の
制
限
及

び
義
務
の
違
反
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
罰
則

規
定
を
設
け
た
（
表
３
）
。

　
盛
土
の
制
限
と
緑
化
等
の
義
務
の
違
反

に
は
懲
役
刑
も
適
用
さ
せ
る
な
ど
、
実
効

性
・
強
制
力
を
持
た
せ
た
内
容
と
し
た
。

（
な
お
、
階
数
の
制
限
の
違
反
は
、
建
築

基
準
法
の
規
定
に
よ
り
、
懲
役
刑
も
適
用

さ
れ
る
。
）

　
第
３
は
、
「
開
発
事
業
調
整
条
例
と
の

連
動
を
図
っ
た
こ
と
」
で
あ
る
。

開
発
事
業
調
整
条
例
と
は
、
開
発
事
業

（
開
発
行
為
や
大
規
模
な
共
同
住
宅
の
建

築
な
ど
）
を
行
う
際
の
必
要
な
手
続
や
基

準
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
計
画
の
手
続
は
、

事
業
者
へ
の
負
担
を
避
け
る
た
め
に
も
、

開
発
事
業
調
整
条
例
に
一
元
化
す
る
こ
と

と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
近
隣
住
民
へ
の

説
明
な
ど
が
計
画
の
早
い
段
階
で
義
務
づ

け
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
盛
土
の
制
限
と
緑
化
等
の
義
務

を
、
開
発
事
業
調
整
条
例
の
基
準
と
し
て

位
置
づ
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
地
下
室
マ
ン

シ
ョ
ン
の
計
画
の
審
査
・
協
議
・
調
整
を
、

開
発
許
可
や
建
築
確
認
の
法
的
手
続
に
先

立
っ
て
行
え
る
こ
と
と
し
た
（
図
５
）
。

　
条
例
制
定
の
波
及
効
果

　
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
条
例
の
策
定
の
取

組
み
は
、
国
や
他
の
自
治
体
を
動
か
す
き

っ
か
け
と
も
な
っ
た
。

　
平
成
1
6
年
６
月
２
日
、
国
土
交
通
省
は
、

建
築
基
準
法
の
改
正
を
行
っ
た
（
施
行
は

一
部
を
除
き
１
年
以
内
）
。
こ
れ
に
よ
り
、

全
国
一
律
で
あ
る
「
地
下
室
の
緩
和
制
度
」

の
基
準
を
、
地
方
自
治
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
実
状
に
合
わ
せ
た
基
準
と
し
て
、
条
例

で
別
に
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
（
建
築
基
準
法
第
５
２
条
第
５
項
）
。

　
ま
た
、
６
月
1
1
日
、
横
須
賀
市
は
、

「
斜
面
地
建
築
物
の
構
造
の
制
限
に
関
す

る
条
例
」
を
公
布
し
た
（
施
行
は
７
月
１

日
）
。
こ
れ
は
、
５
０
条
条
例
に
よ
り
、
地

下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
の
見
か
け
上
の
地
上
階

数
を
制
限
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
続
い
て
川
崎
市
も
、
６
月
２
４
日
に
、

「
斜
面
地
建
築
物
の
建
築
の
制
限
等
に
関

す
る
条
例
」
を
公
布
し
た
（
施
行
は
９
月
１

日
）
。
５
０
条
条
例
に
よ
る
階
数
の
制
限
と

併
せ
て
、
自
主
条
例
で
地
下
室
マ
ン
シ
ョ

ン
の
位
置
と
盛
土
の
制
限
を
定
め
て
い
る
。

　
ま
と
め

　
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
条
例
が
、
９
ヶ
月

と
い
う
短
期
間
で
公
布
で
き
た
こ
と
は
、

建
築
局
の
全
職
員
が
共
通
の
目
標
を
持

ち
、
議
論
を
重
ね
、
問
題
の
解
決
に
向
け
て

全
力
で
取
り
組
ん
で
き
た
成
果
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
は
、
条
例
の
効
果
を
最
大
限
高
め

る
た
め
に
、
①
条
例
の
効
果
的
な
Ｐ
Ｒ
、

②
庁
内
の
執
行
体
制
の
整
備
、
③
改
正
建

築
基
準
法
に
よ
る
新
た
な
条
例
の
制
定
、

な
ど
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

　
今
後
も
、
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
条
例
の

取
組
み
と
同
様
、
「
攻
め
の
姿
勢
」
で
あ
る

ゆ
る
課
題
に
迅
速
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

表３　地下室マンション条例による罰則規定

図５　「開発事業調整条例」との連動
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